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項目 種類 名称 凡例 

人員・設備・運営 基準省令 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する基準 

（平成 11 年厚生省令第 37 号） 

居宅基準  

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び

運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準 

（平成 18 年厚生省令第 35 号） 

予防基準 

解釈通知 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービ ス

等に関する基準について 

（平成 11 年老企第 25 号） 

基準解釈通知 

 

介護報酬の算定 基準省令 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関

する基準 

（平成 12 年厚生省告示第 19 号） 

居宅算定基準 

 

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定

に関する基準 

（平成 18 年厚生省告示第 127 号） 

予防算定基準 

 

解釈通知 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に 関

する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理 指

導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居 宅介

護支援に要する費用の額の算定に関する 基準の

制定に伴う実施上の留意事項について 

（平成 12 年老企第 36 号） 

居宅算定基準留 

意事項 

 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定

に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項に

ついて 

(平成 18年老計発第 03170001号ほか) 

予防算定基準留 

意事項 
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(介護予防)居宅療養管理指導とは 

【居宅療養管理指導とは】 

介護保険法第８条第６項において、居宅療養管理指導とは、「居宅要介護者について、病院、診療

所又は薬局（以下「病院等」という。）の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者

<注１>により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるもの<注２>」と規定さ

れている。 

 

<注１>厚生労働省令で定める者とは 

介護保険法施行規則 

第９条 法第８条第６項の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士、保健師、看護師及び准看護師及び 

管理栄養士とする。 

 

 <注２>厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導とは 

介護保険法施行規則 

第９条の２ 法第８条第６項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち医師又は歯科医師によ

り行われるものは、居宅要介護者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的

管理に基づいて実施される指定居宅介護支援事業者その他の事業者に対する居宅サービス計画の策定等

に必要な情報提供（当該居宅要介護者の同意を得て行うものに限る。）並びに当該居宅要介護者又はそ

の家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言とする。 

２ 法第８条第６項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われるものは、

居宅要介護者の居宅において、医師又は歯科医師の指示（薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師

の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画）に基づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。 

３ 法第８条第６項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士、保健師、看護師

及び准看護師により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行

った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口腔内の清掃又

は有床義歯の清掃に関する指導とする。 

４ 法第８条第６項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士により行われるもの

は、居宅要介護者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づ

いて実施される栄養指導とする。 
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【介護予防居宅療養管理指導とは】 

介護保険法第８条の２第５項において、介護予防居宅療養管理指導とは、「居宅要支援者につい

て、その介護予防<注３>を目的として、病院等の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定

める者<注２>により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるもの」と規定さ

れている。 

   

 

       <注３>介護予防とは 

身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部 

若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防 

止をいう。（法第８条の２第２項） 

 

 

Ⅱ 指定基準編 
１ 人員基準 

 
指定居宅療養管理指導の事業を行う者(以下「指定居宅療養管理指導事業者」という。)が当

該事業を行う事業所(以下「指定居宅療養管理指導事業所」という。)ごとに置くべき従業者の
員数は、次に掲げる指定居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定めるとおりとす
る。 

 (１) 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所 

ア 医師又は歯科医師 

イ 薬剤師、歯科衛生士（歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う 

保健師、看護師及び准看護師を含む）又は管理栄養士：サービス内容に応じた適当数 

(２) 薬局である指定居宅療養管理指導事業所 

薬剤師 

 

２ 設備基準 

 
指定居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所又は薬局であって、指定居宅療養管理指導の

運営に必要な広さを有しているほか、指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を

備えているものでなければならない。 

 なお、設備及び備品等については、当該病院又は診療所における診療用に備え付けられたもの

を使用することができるものである。 

 

３ 運営基準 

 
指定居宅療養管理指導の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運 

営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる 

重要事項を記した文書(＝重要事項説明書)を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用 

 
 

 
 

(１) 内容及び手続の説明及び同意 
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申込者の同意を得なければならない。 

居宅療養管理指導の提供開始についての同意は、利用申込者及び事業者双方を保護する観点か 

ら、書面によって確認することが望ましいものである。 

 

 
正当な理由なく指定居宅療養管理指導の提供を拒んではならない。 

 

 
通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な居宅療養管理指導を提供す

ることが困難であると認めた場合は、居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定居宅療養
管理指導事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 
 

 
指定居宅療養管理指導の提供を求められた場合は、その者の提示する介護保険被保険者証に

よって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 

被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指 

定居宅療養管理指導を提供するように努めなければならない。 
 

 
指定居宅療養管理指導の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者につい

ては、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合

は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わな

ければならない。 

また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認められる

ときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期

間が終了する 30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。 

 

 
利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心

身の状況、病歴、服薬歴、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービス

の利用状況等の把握に努めなければならない。 

 

 
指定居宅療養管理指導を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス 

又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 
また、指定居宅療養管理指導の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指 

導を行うとともに、主治の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サー 
ビス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 
 

 
居宅介護支援事業者等が居宅サービス計画を作成している場合は、当該計画に沿った指定居

(６) 心身の状況等の把握 
〈居宅基準第１３条、第９１条〉 
 

 
 

 

(３) サービス提供困難時の対応 
 

 

(４) 受給資格等の確認 
 

 

(５) 要介護認定の申請に係る援助 
 

 

 
 

 

(８) 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 
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宅療養管理指導を提供しなければならない。 
 

 
事業者は、医師・歯科医師などサービスを行う従業者に職員証や名札等を携行させ、利用者

又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 
 

 
指定居宅療養管理指導を提供した際には、当該指定居宅療養管理指導の提供日及び内容、保

険給付の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる
書面に記載しなければならない。 
また、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった

場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければな
らない。 
 

 
・法定代理受領サービスに該当する指定居宅療養管理指導を提供した際に、その利用者から利

用料の一部として、負担割合に応じた支払いを受けるものとする。 

・利用料のほか、サービス提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

この場合、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を

行い、利用者の同意を得なければならない。 

 

 
法定代理受領サービスに該当しない指定居宅療養管理指導に係る利用料の支払いを受けた場合

は、提供した指定居宅療養管理指導の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサ

ービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 

 

 
・指定居宅療養管理指導は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防 止に資するよう、その目

標を設定し、計画的に行わなければならない。 

・事業者は、自らその提供する指定居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図ら

なければならない。 

 

 
【医師又は歯科医師が行う場合】 

① 訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的

管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者に対する居宅サービス計画の作成

等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事

項、介護方法等についての指導、助言等を行う。 

② 利用者又はその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者又はそ

の家族に対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいように指導又は助言を行う。 

③ 前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については、療養上必要な事項

等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。 

④ 療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援

事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅

(９) 職員証等の携行 
〈居宅基準第１８条、第９１条〉 
 

(１３) 指定居宅療養管理指導の基本取扱方針 
〈居宅基準第８８条〉 
 

(１０) サービスの提供の記録 
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サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供

又は助言を行う。 

⑤ 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言に

ついては、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。 

⑥ 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、

居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内

容を記載した文書を交付して行わなければならない。 

⑦ それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診

療録に記録する。 

 

【薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士が行う場合】 

① 医師又は歯科医師の指示（薬局の薬剤師による指定居宅療養管理指導にあっては、医師又

は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画）に基づき、利用者の

心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。 

② 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はそ

の家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。 

③ 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に

対し適切なサービスを提供する。 

④ それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診

療記録を作成すると ともに、医師又は歯科医師に報告する。 

 

 
指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導を受けている利用者が次の各号のいず

れかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 
一 正当な理由なしに指定居宅療養管理指導の利用に関する指示に従わないことにより、要介護
状態の程度を増進させたと認められるとき。 

二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 
 

 
管理者は、指定居宅療養管理指導事業所の従業者の管理及び指定居宅療養管理指導の利用の申

込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行い、当該従業者に対して運営

に関する規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

 

 
指定居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程

(＝運営規程)を定めなければならない。 
ア 事業の目的及び運営の方針 

イ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

ウ 営業日及び営業時間 

エ 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額     

オ  通常の事業の実施地域 

カ その他運営に関する重要事項 

 

 

利用者に対し適切な指定居宅療養管理指導を提供できるよう、指定居宅療養管理指導事業所

(１８) 勤務体制の確保等 
〈居宅基準第３０条、第９１条〉 
 

(１５) 利用者に関する市町村への通知 
 

 

(１６) 管理者の責務 
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ごとに、居宅療養管理指導従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

当該指定居宅療養管理指導事業所の居宅療養管理指導従業者によって指定居宅療養管理指導

を提供しなければならない。 
居宅療養管理指導従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 
 

(１９) 衛生管理等 
〈居宅基準第３１条、第９１条〉 

居宅療養管理指導従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければなら

ない。 

指定居宅療養管理指導事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならな

い。 

 

 
指定居宅療養管理指導事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他

の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

 

 
指定居宅療養管理指導事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は

その家族の秘密を漏らしてはならない。 
事業者は、当該指定居宅療養管理指導事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その

業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければ
ならない。 
サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の

家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書（個人情報使用同意書など）

により得ておかなければならない。 

 

 
居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利

用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

 

 
提供した指定居宅療養管理指導に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応す

るために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

また、苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

 

 
利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用

者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、事故の状況及び事

故に際して採った処置について記録しなければならない。また、その記録は、サービス提供の日

から５年間保存しなければならない。 

賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 
 

(２０) 掲示 
〈居宅基準第３２条、第９１条〉 
 

(２１) 秘密保持等 
 

 

(２２) 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 
 

 

 
 

 

(２４) 事故発生時の対応 
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居宅療養管理指導の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 
 

 
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する次の記録を整備し、サービス提供の日か

ら５年間保存しなければならない。 

①提供した具体的なサービスの内容等の記録 

②市町村への通知に係る記録 

③苦情の内容等の記録 

④事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 

Ⅲ 報酬編  
 

 
サービスを行う者 

 
算定回数等 

サービス利用者  

単一建物 

居住者１人 

２人以上 

９人以下 

それ以外 

 

 

 
医 師 

居宅療養管理 
指導費(Ⅰ) 

２回/月を限度 

 

 

 

５０９ ４８５ ４４４ 

居宅療養管理
指導費(Ⅱ) 
 

２回/月を限度。同一月に医科診
療報酬点数表の｢在宅時医学総合管
理料｣又は「施設入居時等医学総合
管理料」を算定した時にのみ算定 

２９５ ２８５ ２６１ 

歯科医師 ２回/月を限度 ５０９ ４８５ ４４４ 

 

 

 
薬 剤 師 

 

病院又は診療所 
の薬剤師 

２回/月を限度。算定する日の間隔

は６日以上 

５６０ ４１５ 

 

３７９ 

 

薬局の薬剤師 

４回/月を限度。算定する日の間隔
は６日以上 

※末期の悪性腫瘍・中心静脈栄養
の者は２回/週かつ８回/月を限
度。 

 

 

５０９ 

 

 

３７７ 

 

 

 

３４５ 

管理栄養士 ２回/月を限度 ５３９ 

 

４８５ ４４４ 

歯科衛生士（歯科衛生士が行

う居宅療養管理指導に相当す

るものを行う保健師、看護師

及び准看護師を含む。） 

４回/月を限度 ３５６   ３２４ ２９６ 

※平成 30年度介護報酬改定により以下の加算が新設された。 

 ○特別地域加算                  所定単位数の 100分の 15 

 ○中山間地域等における小規模事業所への加算    所定単位数の 100分の 10 

 ○中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算  所定単位数の 100分の５ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 １ 居宅療養管理指導費 
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【医師が行う場合】 

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所の医師が、当該

利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居

宅サービス計画の策定等に必要な情報提供（利用者の同意を得て行うものに限る。以下同じ。）並

びに利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての

指導及び助言を行った場合に、単一建物居住者の人数に従い、１月に２回を限度として、所定単位

数を算定する。 

注２ 居宅療養管理指導費（Ⅰ）については居宅療養管理指導費（Ⅱ）を算定する場合以外の場合に、

居宅療養管理指導費（Ⅱ）については医科診療報酬点数表の在宅時医学総合管理料又は施設入居時

等医学総合管理料を算定する利用者に対して、医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的か

つ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報

提供を行った場合に、所定単位数を算定する。 

 

【歯科医師が行う場合】 

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、

当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員に

対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族等に対する居宅サー

ビスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、単一建物居住

者の人数に従い、１月に２回を限度として、所定単位数を算定する。 

 

【薬剤師が行う場合】 

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、医

師又は歯科医師の指示（薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師

が策定した薬学的管理指導計画）に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護

支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、単一建物居住者

の人数に従い、１月に２回（薬局の薬剤師にあっては、４回）を限度として、所定単位数を算定す

る。ただし、薬局の薬剤師にあっては、別に厚生労働大臣が定める者（「末期の悪性腫瘍の者」又

は「中心静脈栄養を受けている者」）に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行っ

た場合は、１週に２回、かつ、１月に８回を限度として、所定単位数を算定する。 

 

【管理栄養士が行う場合】 

注１ 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適合す

る指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基

づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合に、単一建物

居住者の人数に従い、１月に２回を限度として、所定単位数を算定する。 

  イ 別に厚生労働大臣が定める特別食（疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づ

き提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、

膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食及

び特別な場合の検査食（単なる流動食及び軟食を除く。））を必要とする利用者又は低栄養状態

にあると医師が判断した者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、薬剤師その他の職

種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成し

ていること。 

  ロ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、利用者又はその家族等に対

して、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行い、利用者の栄養状態を定期的に記録して

いること。 

  ハ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直してい

ること。 

 

【歯科衛生士等が行う場合】 

注１ 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適合す

る指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士、保健師又は看護職員が、当該利用者に対して訪問歯
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科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、単一建

物居住者の人数に従い、１月に４回を限度として、所定単位数を算定する。 

  イ 居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断した者（その実施に同意する者に限る。）に

対して、歯科衛生士、保健師又は看護職員が、当該利用者を訪問し、歯科医師、歯科衛生士その

他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔衛生状態及び摂食・嚥下機能に配慮した管理指導計

画を作成していること。 

  ロ 利用者ごとの管理指導計画に従い療養上必要な指導として当該利用者の口腔内の清掃、有床義

歯の清掃又は摂食・嚥下機能に関する実地指導を行っているとともに、利用者又はその家族等に

対して、実地指導に係る情報提供及び指導又は助言を行い、定期的に記録していること。 

  ハ 利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直してい

ること。 

 

 
【単一建物居住者の人数について】 

居宅療養管理指導の利用者が居住する建築物に居住する者のうち、同一月の利用者数を「単一建物居 

住者の人数」という。 

単一建物居住者の人数は、同一月における以下の利用者の人数をいう。 

ア  養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、マンショ

ン などの集合住宅等に入居又は入所している利用者 

イ  小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る。) 、認知症対応型共同生活介護、複合型サービ

ス(宿泊サービスに限る。) 、介護予防小規模多機能居宅介護 (宿泊サービスに限る。)、介護予

防認知症対応型共同生活介護などのサービスを受けている利用者 

 ただし、ユニット数が３以下の認知症対応型共同生活介護事業所については、それぞれのユニット

において、居宅療養管理指導費を算定する人数を、単一建物居住者の人数とみなすことができる。

また、１つの居宅に居宅療養管理指導費の対象となる同居する同一世帯の利用者が２人以上いる場

合の居宅療養管理指導費は、利用者ごとに「単一建物居住者の人数が１人の場合」を算定する。さ

らに、居宅療養管理指導費について、当該建築物において当該居宅療養管理指導事業所が居宅療養

管理指導を行う利用者が、当該建築物の戸数の 10％以下の場合又は当該建築物の戸数が 20戸未満

であって、当該居宅療養管理指導を行う利用者が 2人以下の場合には、それぞれ「単一建物居住者

の人数が１人の場合」を算定する。 

【交通費の取扱】 

  居宅療養管理指導に要した交通費は、実費を利用者から徴収してもよい 

 ２ 共通事項（同一建物居住者の定義・交通費の取扱） 



実
地
指
導
自
主
点
検
調
書
(居
宅
療
養
管
理
指
導
・
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
)

事
業
所
名

記
入
担
当
者
名

記
入
日
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

基
準
の
内
容
（指
導
項
目
）

当
日
確
認
書
類

人
員

従
業
者
の
員
数

従
業
者
は
次
の
と
お
り
か
。

(第
８
５
条
）

　
病
院
又
は
診
療
所
で
あ
る
事
業
所
の
場
合

　
　
〇
医
師
又
は
歯
科
医
師
で
あ
る
か

は
い

・
い
い
え
職
種
：

　
　
○
薬
剤
師
、
歯
科
衛
生
士
又
は
管
理
栄
養
士

　
　
　
で
あ
る
か

　
薬
局
で
あ
る
事
業
所
の
場
合

　
　
○
薬
剤
師

は
い

・
い
い
え

設
備

設
備
及
び
備
品
等

事
業
の
運
営
に
必
要
な
広
さ
を
有
し
て
い
る
か

は
い

・
い
い
え

現
場
確
認

必
要
な
設
備
及
び
備
品
等
を
備
え
て
い
る
か

（設
備
及
び
備
品
等
は
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に

お
け
る
診
療
用
の
も
の
を
使
用
で
き
る
）

運
営

①
運
営
規
程
の
概
要

あ
り
　
・
　
な
し

②
勤
務
体
制

あ
り
　
・
　
な
し

③
事
故
発
生
時
の
対
応

あ
り
　
・
　
な
し

④
苦
情
処
理
の
体
制

あ
り
　
・
　
な
し

契
約
書
は
適
正
に
締
結
さ
れ
て
い
る
か
。

は
い

・
い
い
え

契
約
書
に
利
用
者
の
押
印
が
あ
る
か

あ
り
　
・　
な
し

契
約
書

重
要
事
項
説
明
書
と
契
約
書
は
区
分
さ
れ
て
い
る

か
。

は
い

・
い
い
え

重
要
事
項
説
明
書
、
契
約
書

提
供
拒
否
の
禁
止

（第
９
条
準
用
）

正
当
な
理
由
な
く
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
拒
ん
で
い

な
い
か
。

は
い

・
い
い
え
提
供
拒
否
時
の
理
由

拒
否
理
由
を
記
載

利
用
申
し
込
み
受
付
簿
等

提
供
困
難
時
の
対
応

（第
１
０
条
準
用
）

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
困
難
な
場
合
、
居
宅
介
護
支

援
事
業
者
へ
の
連
絡
、
他
の
事
業
者
等
の
紹
介
そ

の
他
必
要
な
措
置
を
速
や
か
に
講
じ
て
い
る
か
。

は
い

・
い
い
え
他
の
事
業
者
へ
の
紹
介
方
法

紹
介
方
法
を
記
載

紹
介
に
関
す
る
記
録
等

資
格
確
認

（第
１
１
条
準
用
）

被
保
険
者
証
に
よ
り
、
被
保
険
者
資
格
、
要
介
護

認
定
の
有
無
及
び
そ
の
有
効
期
限
を
確
認
し
て
い

る
か
。

は
い

・
い
い
え
確
認
内
容
の
記
録
先

記
録
先
を
記
載

確
認
内
容
の
記
録

要
介
護
認
定
申
請
援
助

（第
１
２
条
準
用
）

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
開
始
に
際
し
、
要
介
護
認
定

等
の
申
請
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
利
用
申

込
者
の
意
向
を
踏
ま
え
て
速
や
か
に
申
請
が
行
わ

れ
る
よ
う
必
要
な
援
助
を
行
っ
て
い
る
か
。

は
い

・
い
い
え
具
体
的
な
援
助
の
方
法

援
助
方
法
を
記
載

申
請
援
助
に
関
す
る
記
録

　
１
．
　
ほ
と
ん
ど
の
利
用
者
に
つ
い
て
実
施

　
２
．
　
一
部
の
利
用
者
に
つ
い
て
実
施

　
３
．
　
ほ
と
ん
ど
実
施
さ
れ
て
い
な
い

勤
務
体
制
表
、
勤
務
記
録
、
資
格

証
、
雇
用
契
約
書
等

重
要
事
項
説
明
書

利
用
者
状
況
把
握
に
関
す
る
記
録

心
身
の
状
況
等
の
把
握

（第
１
３
条
準
用
）

居
宅
介
護
支
援
事
業
者
が
開
催
す
る
サ
ー
ビ
ス
担

当
者
会
議
等
を
通
じ
、
利
用
者
の
状
況
、
病
歴
、

服
薬
歴
等
の
把
握
に
努
め
て
い
る
か
。

は
い

確
認
事
項

適
　
否

い
い
え

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
の
参
加
状
況

は
い

・

職
種
：

は
い

・

指
定
基
準

い
い
え

重
要
事
項
説
明
書
等
を
交
付
し
て
説
明
を
行
い
、

利
用
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
同
意
を
得
て
い
る

か
。

サ
ー
ビ
ス
提
供
に
係
る

説
明
及
び
同
意

（第
８
条
準
用
）

(第
８
６
条
）

・

は
い

・
い
い
え

い
い
え



基
準
の
内
容
（指
導
項
目
）

当
日
確
認
書
類

確
認
事
項

適
　
否

指
定
基
準

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に

沿
っ
た
サ
ー
ビ
ス
の
提

供 （第
１
６
条
準
用
）

指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
者
は
、
居
宅

サ
ー
ビ
ス
計
画
が
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
当

該
計
画
に
沿
っ
た
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
を
提

供
し
て
い
る
か
。

は
い

・
い
い
え

職
員
証
等
の
携
行

（第
１
８
条
準
用
）

従
業
者
に
職
員
証
や
名
札
等
を
携
行
さ
せ
、
利
用

者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
に
提
示

し
て
い
る
か
。

は
い

・
い
い
え

職
員
証
、
名
札
等

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
記
録

（第
１
９
条
準
用
）

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
日
及
び
内
容
、
当
該
サ
ー
ビ
ス

に
係
る
保
険
給
付
の
額
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
、

利
用
者
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
記
載
し
た
書
面

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
に
記
載
し
て
い
る
か
。

は
い

・
い
い
え

サ
ー
ビ
ス
提
供
票
、
別
表
、
業
務
日

誌
、
居
宅
療
養
管
理
指
導
記
録

提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
内
容
を
、
利
用
者

の
心
身
の
状
況
等
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
録
し

て
い
る
か
。

は
い

・
い
い
え

利
用
者
か
ら
申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
文
書

の
交
付
等
に
よ
り
そ
の
情
報
を
利
用
者
に
対
し
て

提
供
し
て
い
る
か
。

は
い

・
い
い
え

利
用
料
等
の
受
領

（第
８
７
条
）

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
際
、
利
用
者
負
担
と
し
て
当

該
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
費
用
基
準
額
の
１
割
を
受
領

し
て
い
る
か
。

は
い

・
い
い
え

サ
ー
ビ
ス
提
供
票
、
別
表
、

領
収
証
控

上
記
の
他
、
交
通
費
以
外
の
支
払
を
利
用
者
か
ら

受
け
て
い
な
い
か
。

は
い

・
い
い
え

交
通
費
の
支
払
い
を
受
け
る
に
当
た
っ
て
は
、
費

用
等
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、
同
意
を
得
て
い
る

か
。

は
い

・
い
い
え

利
用
者
か
ら
支
払
い
を
受
け
た
際
、
領
収
書
を
交

付
し
て
い
る
か
。

は
い

・
い
い
え

領
収
書
に
は
費
用
区
分
を
明
確
に
し
て
い
る
か
。

は
い

・
い
い
え
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
又

は
現
に
要
し
た
費
用

あ
り
　
・　
な
し

サ
ー
ビ
ス
提
供
票
、
別
表
、

領
収
証
控
、
車
両
運
行
日
誌
等

そ
の
他
の
費
用

あ
り
　
・　
な
し

証
明
書
の
交
付

（第
２
１
条
準
用
）

法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に
該
当
し
な
い
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
料
の
支
払
い
を
受
け
た
場
合
（利
用
者

10
割
負
担
）は
、
「サ
ー
ビ
ス
提
供
証
明
書
」
を
利

用
者
に
対
し
て
交
付
し
て
い
る
か
。

は
い

・
い
い
え

サ
ー
ビ
ス
提
供
証
明
書
控

指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
は
、
利
用
者
の
要
介

護
状
態
の
軽
減
・悪
化
の
防
止
等
に
資
す
る
よ
う

目
標
を
設
定
し
、
計
画
的
に
行
わ
れ
て
い
る
か
。

は
い

・
い
い
え

指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
質
の
評
価
を
行
い
、

常
に
改
善
を
図
っ
て
い
る
か
。

は
い

・
い
い
え

基
本
取
扱
方
針

（第
８
８
条
）



基
準
の
内
容
（指
導
項
目
）

当
日
確
認
書
類

確
認
事
項

適
　
否

指
定
基
準

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画

利
用
者
、
そ
の
家
族
か
ら
の
相
談
に
応
じ
る
と
と
も

に
、
療
養
上
必
要
な
事
項
等
に
つ
い
て
、
理
解
し

や
す
い
よ
う
に
、
指
導
又
は
助
言
を
行
っ
て
い
る

か
。
ま
た
文
書
で
交
付
す
る
よ
う
努
め
て
い
る
か
。

は
い

・
い
い
え

居
宅
介
護
支
援
事
業
者
若
し
く
は
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
場
合
等
は
、
居
宅

サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
等
に
必
要
な
情
報
提
供
又

は
助
言
を
行
っ
て
い
る
か
。

は
い

・
い
い
え

情
報
提
供
、
助
言
を
記
録
し
た
書

類
等

提
供
し
た
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
内
容
に
つ

い
て
、
診
療
録
に
記
録
し
て
い
る
か
。

は
い

・
い
い
え

診
療
記
録

薬
局
の
薬
剤
師
に
あ
っ
て
は
、
医
師

又
は
歯
科
医
師
の
指
示
に
基
づ
き
、

薬
学
的
管
理
指
導
計
画
を
策
定
し
て

い
る
か
。

い
る
　
・　
い
な
い

薬
学
的
管
理
指
導
計
画

歯
科
衛
生
士
、
保
健
師
又
は
看
護

職
員
に
あ
っ
て
は
、
訪
問
歯
科
診
療

を
行
っ
た
歯
科
医
師
の
指
示
及
び
当

該
歯
科
医
師
の
策
定
し
た
訪
問
指

導
計
画
に
基
づ
き
実
施
し
て
い
る

か
。

い
る
　
・　
い
な
い

訪
問
指
導
計
画

管
理
栄
養
士
に
あ
っ
て
は
、
医
師
が

特
別
食
を
提
供
す
る
必
要
性
を
認
め

た
場
合
又
は
低
栄
養
状
態
で
あ
る
と

医
師
が
認
め
た
場
合
で
あ
っ
て
、
利

用
者
毎
の
栄
養
ケ
ア
計
画
に
基
づ

い
て
実
施
し
て
い
る
か
。

い
る
　
・　
い
な
い

栄
養
ケ
ア
計
画

利
用
者
、
そ
の
家
族
に
対
し
、
理
解
し
や
す
い
よ
う

に
指
導
又
は
説
明
を
行
っ
て
い
る
か
。

は
い

・
い
い
え

常
に
利
用
者
の
病
状
、
心
身
の
状
況
等
の
把
握
に

努
め
、
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
か
。

は
い

・
い
い
え

提
供
し
た
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
内
容
に
つ

い
て
、
診
療
記
録
を
作
成
し
、
医
師
又
は
歯
科
医

師
に
報
告
し
て
い
る
か
。

は
い

・
い
い
え

診
療
記
録

い
い
え

薬
剤
師
、
歯
科
衛
生
士

又
は
管
理
栄
養
士
の
行

う
指
定
居
宅
療
養
管
理

指
導
の
具
体
的
取
扱
方

針 （第
８
９
条
）

医
師
又
は
歯
科
医
師
の

行
う
指
定
居
宅
療
養
管

理
指
導
の
具
体
的
取
扱

方
針

（第
８
９
条
）

は
い

・

提
供
に
当
た
っ
て
は
、
訪
問
診
療
等
に
よ
り
常
に

利
用
者
の
病
状
及
び
心
身
の
状
況
を
把
握
し
、
医

学
的
管
理
又
は
歯
科
医
学
的
管
理
に
基
づ
い
て
、

居
宅
介
護
支
援
事
業
者
へ
の
情
報
提
供
、
利
用

者
・そ
の
家
族
へ
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
関

す
る
留
意
事
項
、
介
護
方
法
等
に
つ
い
て
の
指

導
、
助
言
等
を
行
っ
て
い
る
か
。

提
供
に
当
た
っ
て
は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
指

示
に
基
づ
き
、
利
用
者
の
心
身
機
能
の
維
持
回
復

を
図
り
、
居
宅
に
お
け
る
日
常
生
活
の
自
立
に
資

す
る
よ
う
妥
当
適
切
に
行
っ
て
い
る
か
。

は
い

・
い
い
え



基
準
の
内
容
（指
導
項
目
）

当
日
確
認
書
類

確
認
事
項

適
　
否

指
定
基
準

下
記
の
内
容
が
定
め
ら
れ
て
い
る
か

　
①
事
業
の
目
的
及
び
運
営
の
方
針

あ
り
　
・
　
な
し

　
②
従
業
者
の
職
種
、
員
数
及
び
職
務
の
内

容
あ
り
　
・
　
な
し

　
③
営
業
日
及
び
営
業
時
間

あ
り
　
・
　
な
し

　
④
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
種
類
及

び
利
用
料
そ
の
他
の
費
用
の
額

あ
り
　
・
　
な
し

　
⑤
通
常
の
事
業
の
実
施
地
域

あ
り
　
・
　
な
し

　
⑥
そ
の
他
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

あ
り
　
・
　
な
し

従
業
者
の
勤
務
体
制
を
月
ご
と
に
定
め
て
い
る

か
。

は
い

・
い
い
え

必
要
事
項
（
日
々
の
勤
務
時
間
、
職
務
内

容
、
常
勤
・
非
常
勤
の
別
、
兼
務
関
係
、
サ
ー

ビ
ス
提
供
責
任
者
で
あ
る
旨
等
）
が
記
載
さ

れ
て
い
る
か

い
る
　
・　
い
な
い

勤
務
体
制
表
、
雇
用
契
約
書
等

人
権
擁
護
推
進
員

職
種
　
　
　
　
氏
名

辞
令
等

人
権
擁
護
に
関
す
る
研
修
を
年
１
回

以
上
実
施
し
て
い
る
か
。

い
る
　
・　
い
な
い

研
修
の
記
録
等

衛
生
管
理
等

（第
３
１
条
準
用
）

居
宅
療
養
管
理
指
導
従
事
者
の
清
潔
の
保
持
及

び
健
康
状
態
に
つ
い
て
必
要
な
管
理
を
行
っ
て
い

る
か
。

は
い

・
い
い
え
健
康
診
断
の
実
施

あ
り
　
・　
な
し

健
康
診
断
の
記
録
等

①
運
営
規
程
の
概
要

あ
り
　
・
　
な
し

②
従
業
者
の
勤
務
体
制

あ
り
　
・
　
な
し

③
利
用
料

あ
り
　
・
　
な
し

④
事
故
発
生
時
の
対
応

あ
り
　
・
　
な
し

⑤
苦
情
処
理
の
体
制

あ
り
　
・
　
な
し

従
業
者
の
利
用
者
等
に
係
る
秘
密
保
持
に
つ
い

て
、
従
業
者
の
退
職
後
も
含
め
、
必
要
な
措
置
を

講
じ
て
い
る
か
。

は
い

・
い
い
え
就
業
時
に
ど
の
書
類
で
定
め
て
い
る

か

取
り
決
め
書
類
を
記
載

就
業
時
の
取
り
決
め
等
の
記
録

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
等
に
お
い
て
利
用
者
等
の

個
人
情
報
を
用
い
る
場
合
の
同
意
を
文
書
に
て
得

て
い
る
か
。

は
い

・
い
い
え

利
用
者
の
同
意
書
等

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

に
対
す
る
利
益
供
与
の

禁
止

（第
３
５
条
準
用
）

居
宅
介
護
支
援
事
業
者
又
は
そ
の
従
事
者
に
対

し
、
利
用
者
に
対
し
て
特
定
の
事
業
者
に
よ
る

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
の
対
象
と
し
て
、
金

品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を
供
与
し
て
い
な
い

か
。

は
い

・
い
い
え
現
時
点
で
の
利
用
者
を
担
当
す
る

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
数

事
業
所

サ
ー
ビ
ス
提
供
票
、
別
表

苦
情
に
対
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
。

苦
情
相
談
窓
口
が
あ
る
か

あ
り
　
・
　
な
し

処
理
体
制
が
定
め
ら
れ
て
い
る
か

あ
り
　
・
　
な
し

処
理
記
録
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か

あ
り
　
・
　
な
し
（
サ
ー
ビ
ス
提
供
し
た
日
か
ら
５
年
間
）

連
絡
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か

あ
り
　
・
　
な
し

事
故
記
録
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か

あ
り
　
・
　
な
し
（
サ
ー
ビ
ス
提
供
し
た
日
か
ら
５
年
間
）

再
発
防
止
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か

あ
り
　
・
　
な
し

会
計
の
区
分

（第
３
８
条
準
用
）

事
業
ご
と
に
会
計
が
区
分
さ
れ
て
い
る
か
。

は
い

・
い
い
え

会
計
関
係
書
類

事
故
処
理
体
制
を
定
め
た
書
類
、

事
故
に
関
す
る
記
録

事
故
発
生
時
に
お
け
る
対
応
体
制
が
整
備
さ
れ
て

い
る
か
。

苦
情
処
理
の
体
制

（第
３
６
条
準
用
）

苦
情
処
理
体
制
を
定
め
た
書
類
、

苦
情
に
関
す
る
記
録

事
故
発
生
時
の
対
応

（第
３
７
条
準
用
）

秘
密
保
持
等

（第
３
３
条
準
用
）

は
い

・・

現
場
確
認

運
営
規
程

（第
９
０
条
）

勤
務
体
制
の
確
保

（第
３
０
条
準
用
）

掲
示

（第
３
２
条
準
用
）

事
業
所
の
見
や
す
い
場
所
に
必
要
な
事
項
が
掲

示
さ
れ
て
い
る
か
。

は
い

・
い
い
え

居
宅
療
養
管
理
指
導
従
事
者
の
資
質
向
上
の
た

め
に
、
研
修
の
機
会
を
確
保
し
て
い
る
か
。

は
い

運
営
規
程

い
い
え

研
修
の
記
録
等

事
業
所
ご
と
に
運
営
規
程
を
定
め
て
い
る
か
。

は
い

・
い
い
え

人
権
擁
護
推
進
員
を
任
命
し
て
い
る
か
。

い
い
え

は
い

・
い
い
え

は
い

・
い
い
え



基
準
の
内
容
（指
導
項
目
）

当
日
確
認
書
類

確
認
事
項

適
　
否

指
定
基
準

記
録
の
整
備

（第
９
０
条
の
２
）

従
業
者
、
設
備
、
備
品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記

録
を
整
備
し
て
い
る
か
。

は
い

・
い
い
え

・サ
ー
ビ
ス
提
供
記
録

・市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

・苦
情
に
係
る
記
録

・事
故
に
係
る
記
録

各
種
保
存
書
類

サ
ー
ビ
ス
提
供
し
た
日
か
ら
５
年
間
保
存
し
て
い
る

か
は
い

・
い
い
え

各
種
保
存
書
類

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の

公
表
制
度

介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表
制
度
に
お
い
て
、
毎

年
報
告
の
更
新
を
行
っ
て
い
る
か
。
（対
象
事
業
所

の
み
）

は
い

・
い
い
え

公
表
中
画
面
の
コ
ピ
ー

介
護

報
酬

介
護
給
付
費
の
算
定

単
一
建
物
居
住
者
の
人
数
に
合
致
し
た
居
宅
療

養
管
理
指
導
費
を
算
定
し
て
い
る
か
。

い
る
　
・　
い
な
い

利
用
者
名
簿

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
書
等

１
つ
の
居
宅
に
居
宅
療
養
管
理
指

導
費
の
対
象
と
な
る
同
居
す
る
同
一

世
帯
の
利
用
者
が
２
人
以
上
い
る
場

合
は
、
利
用
者
ご
と
に
「単
一
建
物

に
居
住
者
が
１
人
の
場
合
」を
算
定

し
て
い
る
か
。

ユ
ニ
ッ
ト
数
が
３
以
下
の
認
知
症
対

応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
お
い

て
算
定
す
る
人
数
を
、
単
一
建
物
建

物
居
住
者
と
し
て
い
る
か
。

い
い
え

い
る
　
・　
い
な
い

利
用
者
名
簿

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
書
等

当
該
建
築
物
に
お
い
て
当
該
事
業

所
の
利
用
者
が
、
当
該
建
築
物
の

戸
数
の
10
%以
下
の
場
合
又
は
当
該

建
物
の
戸
数
が
20
戸
未
満
で
あ
っ

て
、
事
業
所
が
居
宅
療
養
管
理
指

導
を
行
う
利
用
者
が
２
人
以
下
場
合

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「単
一
建
物
に
居

住
者
が
１
人
の
場
合
」を
算
定
し
て

い
る
か
。

い
る
　
・　
い
な
い

利
用
者
名
簿

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
書
等

は
い

・


